
 

 

別紙様式第一 
 

○
○
○
公
示
第 

 

号 
 

河
川
区
域
の
廃
止(

変
更)

に
よ
り
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
の
で
、
河
川
法
施

行
令(
昭
和
四
〇
年
政
令
第
一
四
号)

第
四
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
示
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
○
○
○
及
び
○
○
○
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

昭
和 

 
年 

 

月 
 

日 

○
○
○
○ 

 
 

○

○

○

○ 
 

一 

河
川
の
名
称 

 
○
○
川
水
系
○
○
川 

二 

廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
年
月
日 

 
 
 
 
 
 
 
 

昭
和 

 
年 

 

月 
 

日 

三 

廃
川
敷
地
等
の
位
置 

○
○
県
○
○
郡
○
○
村
字
○
○
○
○
番
地
先
か
ら 

同 
 

県
同 

 

郡 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同 

村
同
字
○
○
番
の
○
○
地
先
ま
で 

 
 
 
 
 
 
 

四 

廃
川
敷
地
等
の
種
類
及
び
数
量 

 
 
 
 
 
 
 
 

土
地(

河
川
管
理
施
設
を
含
む
。)
○
○
○
平
方
メ
ー
ト
ル 

五 

河
川
法
施
行
法(

昭
和
三
九
年
法
律
第
一
六
八
号)
第
一
八
条
の
規
定
に
よ

り
、な
お
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
河
川
法(

明
治
二
九
年
法
律
第
七
一

号)

第
四
四
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
こ
の
廃
川
敷
地
等
の
下
付
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
三
月
以
内
に
○
○
○
に
下
付
の
申

請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
(

備
考) 

 

１ 

廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
年
月
日
、
公
示
年
月
日
と
す
る
。 

 

２ 

図
面
の
縦
覧
場
所
は
、
地
方
建
設
局(

北
海
道
開
発
局)

と
そ
の
事
務
所

又
は
各
都
道
府
県
庁
と
そ
の
事
務
所
と
す
る
こ
と
。 

 

３ 

五
の
教
示
は
、当
該
廃
川
敷
地
等
と
な
る
区
域
が
河
川
法(

明
治
二
九
年

法
律
第
七
一
号)

第
二
条
に
基
づ
き
河
川
区
域
の
認
定
の
な
さ
れ
た
も
の

の
み
と
す
る
こ
と
。 

 

 

 


